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～従業員向けの情報も満載です。　事業所内にて御回覧下さい～
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緑水苑のあやめ（郡山市喜久田町）  【コピー・転載禁止】

ID・パスワードは 会員ID：1101　パスワード：1005

インターネットセミナー
郡山法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます
http://www.koriyama-hojinkai.or.jp

会員は専用IDとパス
ワードを入れてログ
インする事により多
くのコンテンツが視
聴可能となります。

ログインIDとパスワードを入力してログインしてください

で検索いただけます

ログインID パスワード ログイン

無料 郡山法人会

●●●● ●●●●

600タイトル以上のセミナーが
無料で受講できます
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　仙台国税局では、税務のスペシャリストとして活躍する、バイタリティーあふれる税務職員を募集しています。

⒈ 　令和７年４月１日において高校又は中等教育学校を卒業後３年を経過していない者及び令和８年３月
までに高校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

⒉ 　人事院が １. に掲げる者に準ずると認める者

令和7年6月13日㈮ から 6月25日㈬まで

受験申込みはインターネット申込みとする。

国家公務員試験採用情報NAVI
（https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html）

令和7年9月7日㈰

●仙台国税局人事第二課 試験研修係
　　TEL. 022－263－1111（内線 ： 3236）

●人事院東北事務局
　　TEL. 022－221－2022

受験資格

受験申込受付期間

受験申込方法

第1次試験日

試験に関する問合せ先

２０２５年度　国家公務員
「税務職員採用試験」（高校卒業程度）の

お知らせ

税務署ニュース



税のミニ通信 春一番の便りがあるころ
（むかし税務職員だった老人税理士の独り言）
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期限に追われた所得税の確定申告作業も終わり、のんびりと社長の奥様にサービスで過去３年分の所得税還付
申告書を作成している。

〇還付申告はe-Taxでの申告書提出だと、税務署は申告から還付までの期間目標をもって作業しているので入金
が早くなる、と税務署は言っている。（なにがなんでもe-Tax利用普及のための不平等？電子手続拡大作戦！）
〇スマホはもちろんパソコンが苦手な方の、紙ベースでの還付申告も、税務署窓口には来ないで下さいという、
所得税確定申告の税務署繁忙期を過ぎてからは、無料の窓口相談が予約できる。（まさか、一昔前の「親切な税
務署の窓口行政サービス」がなくなったわけでもあるまいに）焦って所得税確定申告期間中に長蛇の列に並ぶ
ことも、会場で慣れないパソコン入力を指導されることもない。（窓口で運悪く不親切な税務職員に当たった時
はハズレとあきらめよう）
申告期限の長い還付申告の手続きに不安のある方には、お勧めである。
ちなみに、令和６年分の「還付を受けるための申告」は、令和11年12月31日までできる。（簡単に言うと5年間
できる。土日祝日による期限延伸なし、令和12年3月15日でないところが憎い）
〇「還付を受けるための申告」と「所得税の確定申告をしなければならない人が申告した結果による還付申告」
を、世間様では、一緒に還付申告と言われていると思うが、その提出期限は違うので注意は必要。（と言っても
還付金に延滞税や加算税はありえない。期限後申告だと青色申告の取り消し要件該当となるかな？）

・・・で、奥様の申告内容は、会社からの役員報酬（年末調整後の源泉所得税額あり）と年金（源泉徴収税額なし、
社会保険料の天引あり）であるが、めでたく３年分の還付金額13,795円が発生した。
《理由》
年金から天引きされるようになった社会保険料は、役員報酬の年末調整に反映されていないので、確定申告し
ないと精算されない。
（年金の源泉徴収票は１月14日に来たし、年金所得の計算をすると所得金額は0円だから、年末調整で控除し
てもいいんじゃないの！！？年末調整には年金収入が合算されないのだから、年金天引の社会保険料は年末調整に
反映できないよね！！？）

さて、国税庁の確定申告書等作成コーナーで入力していくと「計算結果の確認　計算の結果、以下の条件に該
当するため所得税の確定申告の必要はありません。　・公的年金等の収入金額が400万円以下　・公的年金等に
係る雑所得以外の所得金額が２０万円以下・・・」というメッセージが画面に出てくるのである。（国税庁ご指示のと
おり申告しないと、後に、市役所から住民税申告の催促がある場合もあるのでご注意）
なにはともあれ、奥様に振込口座を確認の連絡しがてら「国税庁は申告しなくてもいいと言っていますが・・・」と

申し上げたら「えー！還付金があるの？いただけるものはいただきます！！」とおっしゃいました。

お手元の源泉徴収票をご覧いただき、源泉徴収税額欄に数字が記載されている給与収入などがある、老若男
女の皆様、いつからか原則は特別徴収という制度で一方的に（義務だから！！？昔それで戦争に動員されたんですよ
ねぇ）年金から天引きされるようになった社会保険料・・・忘れていませんか。
無意識のうちに「天引き」されたままの税金・・・国民の面倒くさい気持ちに便乗して精算されず、これは儲けとば

かりに無駄遣いされていないといいのだが。

東北税理士会郡山支部
税理士  髙守 誠一
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女性部会青年部会
　4月17日、昨年に引き続き、法人会の両輪としてそれぞれ様々な活
動をしている両部会の今後の事業に活かすため、青年部会・女性部会
合同交流会を開催した。
　和やかな雰囲気の中、情報交換を行い、活動報告を共有し、相互理
解と連携を深めた。

合同交流会合同交流会

　4月15日　田村支部役員会、4月18日　小野支部役員会、4月23日　
三春支部役員会をそれぞれ開催した。議事では、令和6年度事業経過・
収支決算、令和7年度事業計画・収支予算及び役員改選について検討し
承認され、各支部報告会へ上程する。

各支部役員会 開催各支部役員会 開催

　5月15日、令和7年度第1回理事会を郡山ビューホテルで開催した。初めに赤塚英夫会長、郡山税務署
板垣直人署長よりご挨拶をいただき議事へ入った。
　議事では、令和6年度の事業報告及び、①令和6年度収支決算　②定款一部変更　③理事及び監事の任期
満了に伴う改選　④優良経理担当者、
会員拡大功労者、経営者大型保障制度
受託会社職員功労者表彰承認につい
て、それぞれ異議なく承認された。
　最後に福利厚生制度受託会社（大同
生命、AIG損保、アフラック）より推進
進捗状況の報告があり議事を終えた。

第1回 理事会開催第1回 理事会開催

　日本の夏。「真夏日」「猛暑日」が続くと、ニュース
の最初に「噴水広場でうれしそうに戯れる子どもた
ち」が出てくることが多い。暑い日の冷たい水は、
子どもだけでなく大人もうれしい！ 
　水の大切さや水資源開発の重要性に国民の関心
が高まるよう、8月1日から「水の週間」が始まる。
　55年前、1970年にイザヤ・ベンダサンなる人物
によって『日本人とユダヤ人』という本が出版され
た。冒頭に「日本人は水と安全はタダだと思いこん
でいる」という文面がある。評判が良かったので
筆者も（つられて）買った。内容は覚えていないが、
この冒頭は、その後さまざまな機会に引用される
ので知っていた。当時、イザヤ・ベンダサンは実名
なのか筆名なのか、どこの国の人？ 何者だ？ と

いった臆測が流れた。ある高名な作家は、この人物
はしゃれがわかる者だ、「いざや、便、出さん！」と
言っている、と…。
　いまの（当時も）日本人は「水」も「安全」もタダと
は思っていない。水道費は値上がり傾向だし、防衛
費はgdp比1．8％になろうとしている。そして「タダ
より高いモノはない」ということも知っている。

水にも安全にもお金はかかる フリーランスライター 藤木 順平フリーランスライター 藤木 順平

第1回 理事会 郡山税務署 板垣直人署長

青年部会・女性部会 合同交流会

田村支部役員会



　郡山法人会では、社会生活における税の役割や大切さについて考えることを目的とし、毎年、小学6年生
を対象に「租税教室」を開催している。今年度は35校で開催を予定しており、4月下旬より開始し、依頼の
あった小学校に出向いて授業を行った。
　授業では、消費税や所得税などの税金の種類や私たちの生活に税金がどのように役立っているかを解
説し、途中に税金の有る世界・無い世界を描いたアニメ「マリンとヤマト 不思議な日曜日」を視聴し、税金
の無い世界は、教育費等個人負担の増加、道路や公共施設の建設や整備が出来ないことで、普段の生活に
支障が出る様子を見て、税金の大切さやどのように使われているかを教えた。また、税金1億円を使ってよ
り良い小学校生活が送れるよう、税金をどのように使えば良いかを児童に考えてもらい、意見を交わした
結果をそれぞれ発表した。税金の使いみちを決める疑似体験をすることで、選挙でその代表者を選ぶ大切
さも伝えた。

租税教室が始まりました

片平小学校日和田小学校常葉小学校

小原田小学校御木沢小学校桑野小学校
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